
新      旧      対      照      表 

新 旧 

高知県遊漁船業の適正化に関する法律施行細則(抜粋) 高知県遊漁船業の適正化に関する法律施行細則(抜粋) 

 

本則 

 

本則 

  

(遊漁船業者登録簿の閲覧) 

第 3条  

(遊漁船業者登録簿の閲覧) 

第 3条 

2 登録簿の閲覧時間は、午前 8時 30 分から午後 5時 15 分までの間とす

る。 

2 登録簿の閲覧時間は、午前 8時 30 分から午後 5時 30 分までの間とす

る。 

3～7 略 3～7 略 

  

 


